
船舶事故調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年８月１０日 １７時２０分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市琵琶湖大橋西端部南西方沖（琵琶湖南西部） 

 雄
お

琴
ごと

四等三角点から真方位１６１°１,２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０４.９′ 東経１３５°５３.９′） 

事故の概要  水上オートバイMary
メ リ ー

 Jane
ジェーン

 Ⅳ
フォー

は、遊走中、また、水上オートバイ

MaryJane
メリージェーン

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月２２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ Mary Jane Ⅳ、０.２トン 

   ２４０－６６２０８愛知、株式会社山京 

Ｂ 水上オートバイ MaryJane 、０.２トン 

   ２４０－６５４７０岐阜、株式会社全農林 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ、操縦免許 なし 

Ｂ 操縦者Ｂ、操縦免許 なし 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部船底に擦過傷 

Ｂ 船尾部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、操縦者Ａ及び同乗者１人が乗り、遊走していたところ、Ｂ

船と衝突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、機関を停止して漂泊中、操縦者Ｂ

が、機関音を聞くとともに、右舷船尾方から接近するＡ船に気付いた

が、Ａ船と衝突した。 

 操縦者Ｂは、水上オートバイの操縦経験があった。 

分析  Ａ船は、漂泊中のＢ船と衝突したものと考えられるが、操縦者Ａか

ら情報を得ることができなかったため、Ｂ船と衝突した状況を明らか

にすることはできなかった。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが、右舷船尾方から接近するＡ船に気付くのが遅

れたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 操縦者Ａ及び操縦者Ｂは、特殊小型船舶操縦士の免許を受有してい

なかったことから、水上オートバイを操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が遊走中、Ｂ船が漂泊中、両船が衝突したものと考

えられる。 



参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・特殊小型船舶操縦免許を取得せずに、水上オートバイを操縦しな

いこと。 

 


